
新居浜市教育委員会パートタイム職員 
（学校生活介助員）募集要項 

 

 新居浜市教育委員会会計年度任用職員（学校生活介助員）を次のとおり募集します。 

 

１ 受付期間 

   市役所の執務時間中（８時３０分から１７時１５分まで）に、社会教育課において

受け付けます。 

 

２ 職種、任用予定人員及び職務内容 

形 態 職 種 任用予定人数 職   務   内   容 

パ ー ト

タ イ ム

職員 

学校生活

介助員 

１人 

 

市立小・中学校又は幼稚園に勤務し、特別な支

援を必要とする児童、生徒又は園児の学校・園

内での介助業務などに従事 

 

３ 応募資格 

  （１）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当し

    ない人 

  （２）特別支援教育に理解があり、指定された小・中学校又は幼稚園に勤務できる人 

 

４ 任用期間等 

  （１）任用期間 

     任用開始の日から令和９年３月３１日まで（更新可能性あり） 

     ※ただし、勤務成績不良等の場合は、中途で退職していただく場合があります。

  （２）勤務時間 

     原則 月曜日から金曜日までを隔日で勤務し、８時から１７時までのうち、

１日７時間程度 

または、毎日４時間程度 

     ※１週当たり２０時間未満 

    （３）休日 

     毎週土曜日・日曜日、国民の祝日 

     その他、学校の休業日等で所属長が勤務を要しないと認めた日 

 

５ 給与 

  （１）時間給 １，１６２円（令和8年度予定単価）を勤務実績に応じ、翌月支給しま

す。※昇給制度あり（最大３回まで） 

  （２）期末手当 

６月、１２月に期末手当として、支給します。 

ただし、任用月数等により期末手当支給額が異なります。 

 

（裏面に続きます。） 



  （３）通勤に要する費用弁償 

   条例に基づき、通勤距離、手段に応じて支給します。 

 

６ 応募手続 

  （１）申込用紙の請求 

     教育委員会事務局社会教育課で配布します。また、新居浜市ホームページでも

申込用紙はダウンロード可能です。 

（２）申込手続 

     申込用紙に必要事項を記入し、１の受付期間内に教育委員会事務局社会教育課

に提出してください（申込書は一度提出されると、返却はいたしません。）。 

 

７ 試験 

   応募者全員に、面接試験を行います。 

  （１）日時・場所 

     申し込み受付後に、日時、場所についてお知らせします。 

  （２）試験結果 

     試験後、１週間前後に受験者全員に通知します。 

 

８ 備考 

      受付手続、その他お問合せは、教育委員会事務局社会教育課まで御連絡ください。 

                                       新居浜市一宮町一丁目５番１号 

                                       新居浜市教育委員会事務局社会教育課 

                                       電話：０８９７－６５－１３００（直通） 

 

※地方公務員法第１６条 

   次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争 

 試験若しくは選考を受けることができない。 

  

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

  くなるまでの者 

 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過 

  しない者 

 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し刑に 

  処せられた者 

 四 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

  で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 


